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八雲町保育士等家賃助成事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八雲町が実施主体として認めた者が行う事業に対して、予

算の範囲内で八雲町保育士等家賃助成事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、八雲町補助金等交付規則（平成 17年八雲町規則第

42号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（目的） 

第２条 補助金の交付は、この要綱に基づき、民間賃貸住宅に居住する保育士及

び保育教諭（以下、「保育士等」という。）に、その家賃の一部を補助すること

で保育士等の安定的な確保を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 保育施設 町内に所在する保育所（児童福祉法(昭和 22年法律第 164

号)第 35 条第４項に基づき認可を受けて設置する同法第 39 条第１項に

規定する保育所をいう。）又は幼保連携型認定こども園（就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18

年法律第 77 号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をい

う。）であって、法人等が設置し、又は運営する施設をいう。 

（２） 保育士等 保育士の資格を有している者で、労働基準法施行規則（昭

和 22 年厚生省第 23 号）第５条第１項第１号の３の規定により明示さ

れた就業の場所が保育施設であり、かつ、従事すべき業務が保育である

者をいう。 

（３） 常勤 期間の定めのない労働契約（１年以上の期間を定めた労働契約

を含む。）を締結し、かつ当該保育施設における一週間の所定労働時間

が通常の者であって、当該保育施設の就業規則等において正規の保育士

等として位置づけられた者をいう。 

（４） 民間賃貸住宅 保育士等が自ら居住するために、所有者との間で賃貸

借契約を締結した住宅をいう。ただし、当該保育士等の一親等以内の親

族（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。）が所有している住宅は除く。 

（５） 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。

ただし、共益費、管理費、光熱水費、駐車場使用料その他の住居以外の

費用を含む場合は、これらの費用を除いた額とする。 

（６） 住居手当 保育施設を運営する事業者が、その雇用する保育士等に対
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して支給する住宅に関する手当等の月額をいう。 

（実施主体） 

第４条 事業の実施主体（以下「事業実施者」という。）は、前条第１号に規定

する施設を設置し、又は運営する法人等とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、事業実施者が次の各号のいずれに

も該当する保育士等（以下、「補助対象保育士等」という。）を対象として実施

する家賃の一部を助成する経費とする。 

（１） 保育施設において保育士等として専ら利用児童の保育を行う者 

（２） 保育施設を設置し、又は運営している法人等の役員でないこと。 

（３） 申請を行う日の属する年度の４月１日において、保育施設（既に退職

した保育施設を含む。）に常勤の保育士等として雇用された日から５年

を経過していないこと又は当該年度に保育施設に初めて常勤の保育士

等として雇用された者であること。 

（４） 原則として、保育施設等への採用と同時に、賃借人として民間賃貸住

宅の賃貸借契約を締結し、家賃を負担するとともに、当該住宅に居住す

る者。 

（５） 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）に規定する住居扶助その他の

公的家賃補助を受けていないこと。 

（補助対象期間） 

第６条 補助の対象となる期間は、補助金の交付を決定した日の属する年度の

４月（当該年度の途中で雇用された者にあっては、保育施設において、住居

手当の支給される月）から、前条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなく

なった日の属する月と保育施設に常勤の保育士等として雇用された日から５

年を経過した日の属する月のいずれか早い月までとする。ただし、育児休業

等（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律（平成３年法律第76号）に基づく休業及び休暇をいう。）及び療養休暇等

により勤務しなかった月を除く。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、次の各号の規定により算出した額とし、予算の範囲内

で町長が決定し交付する。 

（１） 補助対象保育士等ごとに、補助金の申請を行う年度の４月から翌年

３月までの間に、補助対象保育士等が勤務する各月において、家賃か

ら住居手当を控除した額を算出し、これらを合算した額を補助対象保

育士等の一人当たりの補助金の額（以下、「保育士等一人当たりの補

助額」という。）とする。ただし、１月につき31,000円を上限額とす
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る。 

（２） 補助金の額は、事業実施者における全ての保育士等一人当たりの補

助額を合算した額とする。 

（３） 前号の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てるものとする。 

（交付の要件） 

第８条 事業実施者は、この補助金の交付を受けることを理由として、従前か

ら支給する住居手当を廃止又は減額するなど、保育士等の給与水準を低下さ

せないこと。 

（補助金の交付申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、町長が別に定める期日

までに規則第３条第１項の規定による補助金等交付申請書に、次に掲げる書

類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１） 事業実施計画（実績）算定調書兼住居手当支給証明書（別記第１号様

式） 

（２） 補助対象保育士等の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 

（３） 常勤の保育士等に係る給与規程の写し 

（４） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定) 

第 10 条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。 

（補助金の支払等） 

第 11条 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金を一括又は分割して

概算払いすることができるものとする。この場合において、事業実施者は、

町長が定める期日までに、規則第４条第４項の規定による補助金等概算払申

請書に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と

認めたときは、当該申請のあった日の属する月の翌月末日までに当該補助金

を申請者に支払うものとする。 

（事業内容の変更） 

第 12 条 補助金の交付決定を受けた者が、申請内容に変更が生じたときには、

規則第５条の規定による事業計画変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて

町長に提出しなければならない。 

（１） 事業実施計画（実績）算定調書兼住居手当支給証明書（別記第１号様

式） 

（２） 補助対象保育士等の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 

https://www.town.ibaraki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e022RG00001083.html#e000000076
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（３） その他町長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第 13条 補助事業が完了したときは、規則第６条の規定による事業完了報告書

に、次に掲げる書類を添えて完了の日の翌日から起算して 30日以内に町長に

報告しなければならない。 

（１） 事業実施計画（実績）算定調書兼住居手当支給証明書（別記第１号様

式） 

（２） 補助対象保育士等の賃金台帳 

（３） その他町長が必要と認める書類 

 （交付決定の取消し） 

第 14条 町長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金

の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部を返還させ

ることができる。 

（１） 虚偽その他不正な手段等により、補助金の交付決定を受けたとき。 

（２） 補助金を目的以外の経費に充てたとき。 

（３） 次条に定める調査の結果に基づく町長の指導に関し、改善等の措置

を取らないとき。 

（事業に関する調査及び指導等） 

第 15条 町長は、事業実施者が行う事業運営等について、帳簿等その他必要な

事項を調査し、指導及び監督することができる。 

（事業実施者の備えるべき帳簿等及びその保存期間） 

第 16条 事業実施者は、次に掲げる帳簿等を備え、事業完了後５年間保存して

おかなければならない。 

（１） 歳入歳出予算及び決算に関する書類 

（２） 現金出納簿及びこれを証する書類 

（その他） 

第 17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（補助対象期間についての経過措置） 

２ 令和６年４月１日以前に採用となった者のうち、令和２年４月１日から令

和６年３月 31 日に採用となった者における第６条の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「５年」とあるのは、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。また、補助の対象となる者は、その採用と

http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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同時に、賃借人として民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、家賃を負担すると

ともに当該住宅に居住し、住居手当を受け取っていた者に限る。 

令和２年４月１日から令和３年３月 31日まで １年 

令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで ２年 

令和４年４月１日から令和５年３月 31日まで ３年 

令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで ４年 
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別記第 1号様式（第９条、第 12条、第 13条関係） 

 

事業実施計画（実績）算定調書兼住居手当支給証明書 

 

   年  月  日 

 

住 所  

団体名  

代表者  

 

 

補助対象保育士等に対して支給する住居手当（月額）については、下記の通

り相違ないことを証明します。 

 

保育施設名    

      

No 

補助対

象保育

士等 

家賃 
住居手

当 

保育士等

一人当た

りの補助

月額※1 

採用月から

３月末まで

に勤務する

月数 

保育士等

一人当た

りの補助

年額 

採用年

月日 

経過措

置対象

者 

  (A) (B) (C) (D) (C×D)   ※３ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

補助金の額 ※２    

 

※１ 保育士等一人当たりの補助月額(C)は、(A)-(B)≧31,000円の場合は、 

31,000円、(A)-(B)＜31,000円の場合は、(A)-(B)円とすること。 

※２ 補助金の額は、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。 

※３ 経過措置対象該当者については、〇を入力すること。 

 


